
ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）

令和7年度申請書類提出期限 令和8年4月15日（水）までに

事業者都合により領収書のご提出が間に合わない場合は、

こちらのファイルを保存し領収書の代わりに添付してください。

領収書の最終提出期限は令和8年4月30日（木）になります。

・令和7年度最終提出期限：4月15日（水曜日）

・領収書の最終提出期限：4月30日（木曜日）

・補助金の振込予定日：5月末日（予定）

<問い合わせ先>

大田区ベビーシッター事業コールセンター
電話番号：0120-462-887

営業時間：平日9時から17時まで

【 領収書添付について】

【申請スケジュール】

■注意事項

・申請後、追加添付用のURLをご登録のメールアドレス宛にお送りしますので

事業者から領収書が届き次第、追加でご提出ください。

・領収書の最終提出期限は令和8年4月30日（木曜日）です。

提出期限を過ぎた場合は受け付けできませんので予めご了承ください。

・ご不明な点がございましたら下記コールセンターまでご連絡ください。
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